
令和７年度第２回大都市水道局大規模災害対策検討会 

１月 30 日(金曜日) 13 時 30 分～17 時 横浜市水道局会議室〈横浜市役所 20 階〉 

 

次  第 

【司会】東京都水道局  

１ 開催会場事業体挨拶（横浜市）           

２ 出席者自己紹介【資料１】  

３ 議長選出（東京都） 

４ 議事（議長：事務局または立候補者）【資料２】  

議題１ 令和８年度の検討会検討項目について 

議題２ 情報交換議題について 

議題３ 令和８年度大都市水道局大規模災害対策検討会日程について 

議題４ 令和９年度大都市水道局大規模災害対策検討会日程について 

（～休 憩～） 

５ 国土交通省からの情報提供【資料３】 

 （１）災害対策に係る水道行政の動向（水道事業課） 

 （２）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法移行後の水道施設の災害復 

旧事業（防災課） 

６ その他【資料４】 

報告１ 大都市水道局研修講師派遣制度の中間報告について（広島市） 

報告２ 台風被害に係る八丈島における支援活動について（東京都） 

７ 事務連絡 

８  集合写真撮影 



【令和７年度第２回会議改訂提案⼀覧】 
 

今回、改訂の提案のあった内容は以下のとおりです。 

 

 １ 給⽔⾞の⼤量不⾜への対策に関する改訂 

《提案４》運転要員の確保と活用 

○改訂内容（静岡市・名古屋市） 

   準中型免許取得の公費負担を実施している事業体例として新たに静岡市及び名古屋市 

を追加 

 

《提案 13》医療機関への働きかけ 

 〇改訂内容（⼤阪市） 

  医療機関へ応急給⽔の要請フローの理解を促すための、EMIS での登録フロー検⽔栓を用

いた断⽔方法の確認方法を記載したチェックリストを新たに掲載 

 

 ２ 迅速な救援体制の構築 

《提案 15》南海トラフ巨⼤地震発⽣後いち早く被災地に⼊り情報収集と応援調整活動を⾏う 

現地調整役をあらかじめ設定 

〇改訂内容（東京都） 

令和７年 3 ⽉に改定された⽇本⽔道協会「地震等緊急時対応の⼿引き」に基づき、現地 

調整隊及び先遣調査隊に係る文言を修正 

 

《提案 17》南海トラフ巨⼤地震発⽣時の給⽔⾞受援モデルを作成し、救援体制を想定 

〇改訂内容（東京都） 

令和７年 3 ⽉に改定された⽇本⽔道協会「地震等緊急時対応の⼿引き」に基づき、現地 

調整隊及び先遣調査隊に係る文言を修正 

 

《参考資料２》タンクローリー⾞の活用検討状況について 

〇改訂内容（横浜市） 

  令和８年 1 ⽉時点の情報に更新し、横浜市の活用状況を新規掲載 
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資料２
議題１



課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類１ 水道事業体の給水車活用 

〔提案４〕運転要員の確保と活用 

１ 対策の概要 

（１）他水道事業体職員の運転を可能とした給水車の運用（運転補助を含む） 

  大規模災害時において広域的な断水が発生した場合、全国各地から応援隊が被災地に駆

けつけるが、応援水道事業体によっては、給水車は派遣できないが運転要員のみであれば

派遣することができる、或いは給水車は派遣するが、長時間給水車を稼働させるだけの十

分な運転要員を派遣することができないなど、様々な事情が想定される。 
そのため、あらかじめ給水車を保有している水道事業体は、他水道事業体の職員でも給

水車の運転が可能である旨を通知しておき、また、給水車を保有していない水道事業体に

ついては、災害時の応援用として給水車を運転できる職員を調査、リストアップしておく

ことや、雇上げ運転手を確保し、給水車の運転手として応援派遣できる枠組みを構築する。

これにより、運転手を適宜交替させながら、給水車の稼働時間を大幅に延長させることが

でき、水道水の輸送力アップにつなげることが可能となる。 
また、各事業体においては、事前に加入している車両保険の適否や、規程（内規）上での

運転可否等をあらかじめ確認しておく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）給水車運転要員の育成（給水車運転要員登録制度の新設） 

［実施例：東京都水道局］ 
平時から広く給水車運転要員を募集し、研修等で育成することにより、給水車の運転 

を可能とする職員を確保する。  

① 制度の内容 

・運転要員の必要性を職員に PR し、登録希望者を募集 
・平素から運転及び応急給水作業に係る研修を実施し、登録者の育成 
・発災時は、名簿の中から運転手を迅速に選出 
② 登録者の範囲 

    登録対象の範囲を広げることで、登録者数を可能な限り多く確保する。 

対象者選定の一例は以下のとおり 

・普通自動車運転免許を取得していること（免許の取得年月日によっては、運転できる 
車両の総重量等が異なるため確認が必要） 

・定期的に車を運転しており、運転に不安がないこと 
・事務職、技術職の別は問わない 
・管理職も登録可能 

○ ○ 市 水 道

大 阪

市 水

道 局  

作業終了 作業開始 

△△市⽔道局職員 ○○市⽔道局職員 

乗務交替 
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③研修等の実施 

登録者を対象に、給水車の運転操作やメンテナンスについて、平時から定期的に研修

を実施し職員の育成を行う。これにより、適切に応急給水活動を実施することが可能と

なる。研修内容は、以下のとおり考えられる。 

・登録者を対象とした定期的な研修（給水車操作習熟、メンテナンス等） 

   ・病院等の受水槽への給水を想定した高所揚水訓練 

   ・給水車の運転未経験者を対象とした敷地内での運転研修 

   ・各事業所における防災訓練での研修訓練 

 

（３）準中型免許取得の公費負担 

［実施水道事業体例：札幌市・仙台市・さいたま市・東京都・横浜市・新潟市・静岡市・

名古屋市・京都市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・福岡市・北九州市・熊本市］ 
  現在の免許制度では、普通自動車免許で運転可能な車両は総重量 3.5 トン未満、最大積 
載量２トン未満であり２㎥給水車であっても運転できない。このため、概ね３㎥以下の給 
水車を運転することができるように準中型自動車免許（総重量 7.5 トン未満、最大積載量 
4.5 トン未満）の取得費用を公費で負担し、運転可能人員の確保につなげる。 

 

 
２ 対策の効果 

  各事業体における給水車運転可能職員数の底上げと、被災地における運転要員を確保す

ることで給水車の稼働効率をアップさせ、ひいては給水車の必要台数の縮減にもつなげる

ことができる。 
  また、給水車台数以上の運転要員を確保することが可能となり、２４時間応急給水が必

要な病院等への交替対応につなげる。 
さらに、準中型免許取得の公費負担の実施は、若手職員のスキルアップにもつながる。 

○これまでの運転免許で運転可能であった車両について ○平成29年3月以降の免許制度により運転できる車両について
最大積載量 車両総重量 乗車定員〜10⼈ 〃〜29⼈ 30⼈以上 最大積載量 車両総重量 乗車定員〜10⼈ 〃〜29⼈ 30⼈以上

大型 大型
6.5t 11t 6.5t 11t
5t 8t 中型（8t限定） 5t 8t ※中型（8t限定）

4.5t 7.5t （新）準中型

3t 5t
※※（新）

準中型（5t限定）
2t 3.5t （新）普通

※平成19年6月1日以前取得の普通免許
※※平成19年6月2日以降〜
  平成29年3月11日以前取得の普通免許

中型

3t 5t 普通

中型
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【都市名（所属名）】 大阪市水道局 

【連絡先（電話番号）】06-6616-5513 

【事項番号（該当番号を〇で囲む】 

ア 令和７年６月「南海トラフ巨大地震対策《全国の水道事業体に向けた提言》」 

掲載の各提案記載事例に関する追加事例 

▼提言の提案番号を記載ください→【13】 

 

イ 新規の提案について 

 

【対策・事例】 

１ 対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対策の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害医療機関は施設の断水情報を広域災害救急医療情報システム（以下、EMIS という。）に入力する

こととされており、水道事業体はその情報を応急給水活動に活用することが期待されるが、正確な情

報が入力されなければ活動に支障をきたす。例えば、受水槽から院内の配管へのポンプなどの不具合

が原因で断水となっている場合、施設管理者側で対応しなければならず、給水車で受水槽に注水して

も病院内での断水の解消につながらない。そこで、限られた給水車をより効率的に展開していくため、

病院の施設管理者に「何をもって断水で応急給水要請するか」を理解してもらうために、検水栓を用

いた断水確認方法及び EMIS での登録フローを作成し、医療関係者に周知することを提案する（フロ

ーについては次頁）。 

検水栓を用いた断水確認による EMIS への登録フローを作成し、活用することで、限られた給水車で

の運搬効率化（不要な出動の回避）が図られる。また、各災害医療機関に周知していく過程で、水道

のことを理解してもらい、より密な連携が図られることが期待される。 
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課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類５ 医療機関への働きかけ・応急給水対策 
 

〔提案 13〕医療機関への働きかけ 
 
１ 対策の概要 

医療機関が断水被害に見舞われれば、医療に支障をきたすとともに、そこで必要とな

る水量が多量となり運搬給水体制が大規模となった場合は、水道局が展開する応急給水

活動に大きな影響を及ぼすおそれがある。そのため、医療機関と水道局が連携して断水

リスクについての相互理解を図る。 

 

（１）水道局の取組等の情報共有 

医療機関と水道局との信頼を築くため、水道局の取組について説明し、水道局が行う

災害対策や応急給水体制、医療機関に至る配水管情報等を共有する。 

 

（２）断水対策の働きかけ 

医療機関に対して、南海トラフ巨大地震発生時には給水車が不足し、応急給水対応が 
  できないおそれがあることを説明し、断水対策として、緊急手術や他医療機関へ移送で

きない入院患者の生活用水など用途の限定化を勧める。また、受水槽容量の確保、井戸

水源及び自家発電設備の設置等災害時に必要な水量を確保するための対策を呼びかける。   
災害拠点病院は、その指定要件に「災害時に少なくとも 3 日分の病院の機能を維持す

るための水を確保すること」が定められていることから、災害時の水の確保について現

状を確認し、必要に応じて設備の改修等を呼びかける。 
 

（３）災害時の必要水量の算出等の調査実施とその結果を用いたデータベース等の作成 

災害発生時の必要最小限の一日あたり使用水量の算出、受水槽の位置と容量、給水車

の進入ルート、連絡先、応急給水時の注意事項等の調査を行う（３６頁に調査票例を掲

載）。あわせて、各医療機関から最寄りの給水基地までの時間を算定し、データベース等

を作成する（３８頁にデータベース作成方法例を掲載）。 

    

（４）医療機関への断水リスク軽減方策の提案と助言の実施 

病院内に潜在する断水リスクを抽出し、病院側の気づきを促しながら、断水リスクを

軽減するために優先的に実施すべき方策を提案する。（３９頁に大阪市の事例（医療機関

へのチラシ、病院内の断水被害事例、簡易診断チェックリスト例、断水対策の優先順位イ

メージを掲載） 

また、病院設備の情報や給水車の動線確認及び必要な資機材等の情報を共有するとと

もに、合同訓練や病院 BCP に関する助言等を行い、断水リスクに対する対処行動を促進

する。 

その他、設備についても、耐震性のある受水槽や緊急遮断弁の設置について提案する

ことも有効である。 

 

（５）応急給水を要請した病院の給水優先順位の決定  

災害発生時において、応急給水要請した病院のうち、救急指定病院や透析医療機関な

ど給水車による応急給水の優先順位を、保健医療を取りまとめしている部局にて決定す

- 8 -



るよう調整を実施する。 
 

（６）医療機関と合同訓練の実施  

災害時の応急給水の一連の流れを共有するため、医療機関と合同訓練を実施する。 

 

（７）給水車による確実な応急給水対策の働きかけ 

受水槽が建物の地下など給水車の停車想定位置から遠く離れている医療機関に対して 
は、受水槽から給水車の停車想定位置までの距離の応急給水用ホースの備えを依頼する。 
また、給水車からの給水が容易になり、給水時間の短縮化と作業の安全化が図られる 

よう受水槽に給水車専用入水管等の設置を提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔給水車専用入水管の設置例（大阪市「大阪急性期・総合医療センター」）〕 
 

２ 対策の効果 

（１）医療機関内に潜在する断水リスクについて医療機関側の気づきを促すことで、断水に備

えた BCP の作成や医療機関の断水対策を促進し、医療機関と連携した水道局の応急給水体

制及び BCP の強化につなげる。 

（２）あらかじめ医療機関別の給水車必要台数を算出しておくことで、応急給水に必要な給水

量や給水車差配の検討時間の短縮及び給水車の過剰要請を防止する。 

（３）応急給水を要請した医療機関の給水優先順位について保健医療を取りまとめしている部

局にて決定することにより、応急給水に要するリソースの集中化、応急給水の迅速化に繋

げる。 

（４）受水槽の位置と容量、給水車の進入ルート、連絡先、応急給水時の注意事項等の調査や

訓練による応急給水に必要なスペースや動線の確保、１回あたりの給水に要する時間を共

有し、医療機関における応急給水の確実性と安全性が向上する。また、医療機関と意思疎

通を図ることにより、円滑な応急給水活動が期待できる。 

 

  

〔合同訓練事例（左、中：給水車から受水槽への給水、右：消火栓等からの給水）〕 
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〔調査票例（表面）〕 
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〔調査票例（裏面）〕 

 

 

 

 

 

 

３．平時の対策

４．概略図※

５．特記事項

　有　・　無

材質　 硬質塩化ビニル管

　東京都水道局では水道管の耐震化を優先的に進めています。
しかし、敷地内の水道管が老朽化している場合は断水する可能性もあります。断水した場合でも、院内に代替水源や医療に使用する
備蓄水等があれば、応急給水要請は不要になります。
　応急給水要請が発せられる可能性を調査するため、平時の対策について調査します。

１　給水管
（敷地内水道管）

設置年度 　昭和　・平成　○○　年 図面

　　　900　　Ｌ　（3Ｌ×300本）

４　非常用発電
保有の有無 有　・　無 稼働可能時間 ３日間

　　地上１F　

「概略図」は、市販やＨＰの地図を活用していただいて構いません。
「①受水タンク」と「②給水車停車」の位置については、必ず記載願います。
　①　受水タンク　：　設置場所をご記入ください。
　②　給水車停車：　給水車停車可能位置をご記入ください。（受水タンクに最も近い箇所）
　③　消火栓　　　：　消火栓の位置をご記入ください。（受水タンクに最も近い箇所）
　④　メータ位置　：　水道メータの位置をご記入ください。

設置場所 燃料 ガソリン

２　代替水源
（井戸等）

代替水源 中水 揚水可能量 　　　　　　　㎥/時

設置場所 地下３Fに位置

塩素注入装置

の設置有無
有　・　無 非常用濾過機の有無 有　・　無

３　備蓄水 備蓄方法 ペットボトル 備蓄量
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〔医療機関別給水車必要台数算出データベース（作成方法例）〕 

 

１ 必要項目 

（１）病院の所在地・連絡先 

（２）病院の最寄給水基地 

（３）給水基地からの距離・時間 

（４）必要水量（㎥/日）・受水槽容量 

 

２ 計算式 

給水車必要台数＝Ａ給水必要回数(１施設当たり)÷Ｂ給水可能回数（１台当たり） 

※Ａ給水必要回数(１施設当たり)＝必要水量（㎥/日）÷２㎥（２ｔ車を想定） 

Ｂ給水可能回数(１台当たり)＝給水車１台１日あたりの作業時間(例：24 時間） 

÷１回の給水に必要な時間 

 

   １回の給水に必要な時間＝給水基地までの往復時間+給水時間 (基地 15 分現地 15 分） 

 

※担当救援隊の記載欄を設けることで作成したリストを活用して、救援隊の担当割り当て 

の差配を行うことができる。 

 

３ データベース作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■応急給水救援隊救援活動≪依頼・実施≫リスト

　（令和　年　月　日活動分）

　【依頼元指示者】所属（部・課・係）　　　　　　　　　　氏名　　 【依頼先指示者】所属（部・課・係）　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称 所在地
災害時の
分類（※）

必要水量
（㎥/日）

受水槽
容量

名称 所在地
給水基地

から
の距離

（時間）
地方支部

名
都道府県支

部名
救援事業

体名
宿泊場

所
給水車
台数

給水回
数

給水量
（㎡）

給水必要
回数

（２ｔ車）

所要時間(１
回当たり)
（往復＋給
水0.5時間）

給水可能回数
(１台当たり)
（作業24時

間）

給水車必要台数
（給水回数/１台
の可能回数）

東北 宮城県 仙台市 研・開 5 60 120

中国・四国 鳥取県 米子市 研・開 2 15 30

給水車台数の検討

75回 0.7時間 36回
淀橋給水
所

新宿区西新宿2-
10-1

0.5ｋｍ 3分 3回

応　急　給　水　場　所 給　水　基　地　(最寄を自動入力） 担　当　救　援　隊 実　施　内　容

都庁新宿病
院

新宿区西新宿
2-8-1

災害拠
点

150 150
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〇医療機関へのチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇病院内の断水被害実例 
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〇簡易診断チェックリスト例 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇断水対策の優先順位イメージ 
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〇EMIS での登録フロー 
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〇検水栓を用いた断水確認方法 
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課題Ⅱ 迅速な救援体制の構築 

分類１ 南海トラフ巨大地震発生時の救援体制の設定  
 

〔提案 15〕南海トラフ巨大地震発生後いち早く被災地に入り情報 

     収集と応援調整活動を行う現地調整先遣調整役をあらか 

じめ設定 

 
１ 対策の概要 

（１）発災時に被災水道事業体に赴き応援要請の調整を行う水道事業体をあらかじめ設定 

日本水道協会が全国的な救援体制を構築するには、多くの被災水道事業体が発災初期の 
大混乱時に給水車の要請台数を決定する必要があることと、数百台規模の給水車の要請に

対して、各地方支部で対応可能な水道事業体をとりまとめる必要があり、長時間を要する

ことが想定される。 
そこで、被災を免れた水道事業体がいち早く被災地（水道事業体）に入り、被災情報の

収集と適切な応援規模を精査し、応援要請に係る日本水道協会等との現地調整先遣調整役

を担うことが有効である。 
南海トラフ巨大地震発生時に、同時に被災する可能性の低いエリアの水道事業体をあら

かじめ現地調整先遣調整役として設定しておくことで、直ちにこの水道事業体から被災水

道事業体に現地調整先遣調整役を派遣し、被災情報の収集と日本水道協会等との応援要請

に係る調整を行う。 
 

（２）被災水道事業体と現地調整先遣調整役となる水道事業体との情報共有と派遣者の育成 

あらかじめ現地調整先遣調整役として設定された水道事業体と定期的に合同訓練や意見 
交換を実施し、発災時の現地調整先遣調整役としての活動内容の確認、水道施設や応急 
給水施設、給水車の仕様等の情報共有化を図る。また、派遣元の水道事業体においては、 
訓練等を通じて、派遣者が被災水道事業体において円滑な調整活動等が行えるよう人材 
を育成する。 

 
２ 対策の効果 

南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発生した際、被災水道事業体では、発災初期にお 
ける混乱やマンパワー不足等により、水道給水対策本部の設置が遅れ、応急給水・復旧等

の災害対応を迅速に実施することが困難になると想定される。 
そのため、事前に発災時の現地調整先遣調整役を設定し、発災初期に速やかに現地調整

先遣調整役が被災水道事業体で応援に係る調整活動を開始することで、早期に適切な規模

（給水車の要請台数等）の応援要請を行うことが可能となる。 
また、後発の応援隊到着後には、幹事応援水道事業体として応援部隊全体の差配役を円

滑に行うことが可能であり、適切で効果的な応援活動に繋がる。（提案 18 参照） 
なお、現地調整先遣調整役に定められた水道事業体と被水道事業体間で合同訓練や意見

交換等を通じて、発災時の活動内容の習熟、水道施設や応急給水施設等の情報共有や人材

育成を図ることで、発災時の活動の実効性が強化される。 
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課題Ⅱ 迅速に救援体制を構築するための対策 

分類１ 南海トラフ巨大地震発生時の救援体制の設定  
 

〔提案 17〕南海トラフ巨大地震発生時の給水車受援モデルを作成し、

救援体制を想定 
 

１ 対策の概要 

（１）同時被災の可能性が低い水道事業体間での関係強化 

南海トラフ巨大地震等による広域での大規模災害の発生を想定し、地理的に同時被災の

可能性が低い水道事業体の間で関係を強化し、あらかじめ応援の役割等を決めておく。 
（２）南海トラフ巨大地震発災時の給水車受援モデルの作成 

南海トラフ巨大地震発生時の被災水道事業体と応援水道事業体の組み合わせをあらかじ

め想定した給水車受援モデルを作成し、日本水道協会の地方支部間の差配を行う日本水道

協会本部に提案する。組み合わせを想定する際には、次の内容を考慮することとする。 
ア 19 大都市の応援幹事都市や同時被災の可能性の低い都市同士等、大都市間の関係性

を考慮し、被災が想定される各地方支部に対して、応援を担当する各地方支部を定め

る。また、必要に応じて都府県単位で応援と受援の組み合わせを定める。 
イ 津波被災地域は、発災初期には住民が避難して給水車の対応必要台数が少なくなる

ことを加味して、南海トラフ巨大地震発生時の給水車の地域別の必要台数を地方支部

別に想定し、受援モデルの構築に活用する。 
（参考）受援モデルのイメージ 

被災地方支部 被災府県支部 
（19 大都市） 

情報連絡調整担当 
水道事業体 

応援都府県支部 
（必要に応じて） 

応援地方支部 
（都県支部） 

中部 愛知（名古屋市） ●●市 ◎◎県 ○○ 
 …   

関西 大阪（大阪市） ●●市 ◎◎県 ○○ 
…   

中国四国 広島（広島市） ●●市 ◎◎県 ○○ 
 …   

九州 大分 ●●市 ◎◎県 ○○ 
…   

（３）大都市が主体となった救援体制の構築 

全国規模の救援体制を必要とするような大規模災害の場合は、日頃の訓練実施実績や災

害支援の経験等を有する大都市が主体となって、現地調整先遣調査役となる水道事業体や

幹事応援水道事業体に速やかに就任するような救援体制の構築が有効である。 
２ 対策の効果 

発災後、被災地へ派遣されるまでの準備・調整の時間を短縮することができ、迅速に被

災地に応援隊を派遣できる。 
また、発災後の被災状況把握と応急対策で混乱している状況下においても正確に状況分

析し、適切な規模の救援要請につながる。特に、大都市が主体となって救援体制を構築す

ることで、地方支部や県支部としての調整役を担い、中小規模の水道事業体への救援活動

を円滑に進めることができる。 

- 18 -



参考資料２

関係都市
協定締結
の有無

業種 通常時運搬物 活用対象台数
締結事業体外への

派遣の可否
（○…可、×…不可）

備考

札幌市 〇 道路清掃等 水道水、井戸水、河川水等 2台 〇

仙台市 〇 清掃業 飲料水 5台 〇

さいたま市 ○ 液状食品素材輸送
液糖類、果汁、酒類、ミネラルウォー
ター、食酢等

95台 ○
・全国他の地域での災害派遣可（要請窓口はさいたま市水道局水道総務課広報・防災係）
・95台はさいたま市近隣圏域の営業所保有台数（容量10ｔ以上）、全社保有台数は151台

東京都 飲料水 航空会社が災害時に要請があれば協力可

横浜市 〇 運送業 飲料水 ４台 〇

〇 輸送業 牛乳 24台 × 吐水口がネジ式のため、媒介で町野式に変更が必要（15t 10t 7t 4t）

〇 酒造業 酒 2台 × （8t 3t）

〇 食品液体輸送等
各種植物油脂，液糖，糖アルコール，酒

類，ミネラルウォーター等
16t×1台
10t×9台

〇

〇 食品液体輸送等 糖類，酒類，食物繊維等
16t×8台
10t×16台

〇

〇 食品液体輸送等 砂糖，糖アルコール，食酢，純水等
15t×6台
10t×30台

〇

〇 酒造業 酒類，井戸水等 不明 〇 ・本協定は，上下水道局ではなく市長部局（行財政局防災危機管理室）が所管する協定

〇 飲料メーカー 飲料水 不明 ×

〇 運搬 貨物 不明 ×
民間の給水車ではないが、貨物用トラックの荷台に大阪市水道局が所有する2000ℓの布製応急給水タン
クを積載し、臨時の給水車として活用することを想定。

仙台市、新潟市、岡山
市、広島市、熊本市

〇 水道業 水道水 １３台 × 関係５都市が同社と締結（4t 3t）

大阪市

新潟市

大都市水道局における民間タンクローリー車等の災害時活用状況（令和８年１月現在）

京都市

・民間事業者と締結している協定に基づき，応急給水活動に協力いただく場合の車両は，水質への影響
を考慮し，事業者所有する車両のうち，サニタリー仕様の車両に限定しています。
・民間事業者との訓練の際に，水質検査（５１項目）を実施して，タンク内の水質を確認し，予め，水
質を担保するようにしています。
・民間事業者の車両は，それぞれサニタリー仕様の口金を使用しているため，町野式に変換する媒介金
具を当局で用意しています。
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仙台市、堺市 〇 水道業 水道水 ２台 ○ 関係２都市が同社と締結
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令和８年度「大都市水道局大規模災害対策検討会」 

開催都市（会場）及び日程について 

 

令和８年度の検討会については、以下の２回とする。 

 

１ 徳島市上下水道局（徳島県徳島市南前川町５丁目１−４） 

［日程］※会場予約調整中。2月中旬頃確定。 

第一候補 

     令和８年５月２７日（水曜日）、令和８年５月２８日（木曜日） 
   第二候補 
    令和８年５月２６日（火曜日）、令和８年５月２７日（水曜日） 
 

［会場］ 

四国大学交流プラザ（徳島県徳島市寺島本町西２丁目３５−８） 
※徳島駅から徒歩で 5 分 
※徳島空港からバスで徳島駅まで 30 分～40 分 
 

［開催理由］ 

徳島県は、南海トラフ巨大地震発生時の最大震度７を予想されており、中央防災会議で徳

島県は重点受援県に設定されている。南海トラフ巨大地震に見舞われた場合、広範囲にわた

る深刻な被害が予測されている。また、特に太平洋沿岸部では、10〜15 メートルの津波が

押し寄せ、大規模な浸水が懸念されている。徳島県内でも、数分間にわたる最大震度 7～6
強の激しい揺れに襲われ、市内の平地部は、ほぼ全域にわたって液状化現象が発生し、家屋

の倒壊、火災、土砂崩れが発生するとされている。 
四国地方が大きく被害を受けた場合。徳島県は被災 1 週間後の断水率 80％超、被災 1 か

月後の断水人口が 30％（23 万人）を超えるなど、四国地方でも高知県に次ぐ大きな被害に

なると試算で予想されている。また、国土交通省は、四国地方の道路や港湾の被害により救

助や救援のための部隊進出が難航すると想定している。 
このように徳島県は、被災による影響が甚大である一方、交通機能の麻痺により救援体制 

の構築までに時間を要するなど、南海トラフ巨大地震発生時の四国地方への救援対策は重要

課題である。 
そこで県庁所在地の徳島市を開催都市として、被害予想やその対策を現地調査と合わせて

確認することにより、南海トラフ巨大地震発災時の救援のあり方等の検討推進に繋げる。 
 

 

 

令和８年１月３０日 

事 務 局 

資料２ 
議題３ 
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２ 東京都水道局（東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号） 

  ［開催日程］ 

   1 月頃を予定（令和８年度第１回検討会にて決定） 

 

  ［会場］ 

   東京都庁第二本庁舎２２階会議室（予定） 

 

［開催理由］ 

地理的、交通の便的にしやすい東京都を会場とし、課題検討に特化し半日程度で開催する。 

 

- 215 -



 

 

令和９年度「大都市水道局大規模災害対策検討会」 

開催都市（会場）及び日程について 

 

１ 堺市上下水道局（大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１丁３９−２） 

［日程］ 

     調整中 
［会場］ 

  調整中 

 

２ 東京都水道局（東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号） 

  ［開催回数・開催日程］ 

   東京都水道局での開催回数及び開催日程は、令和８年度の検討状況等を踏まえて、令和８

年度第２回検討会にて決定する。 

 

［開催理由］ 

課題検討に特化し対面形式にて半日程度で開催するため、交通の便の良い東京都での開催

とする。 

   

 

令和８年１月３０日 

事 務 局 

資料２ 
議題４ 

- 216 -



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

災害対策に係る水道行政の動向

国土交通省 水管理・国土保全局

（上下水道審議官グループ）

水道事業課 課長補佐 濱田

2025年１⽉30⽇
令和7年度第2回⼤規模災害対策検討会
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資料３
（１）
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2

１．令和7年度の主な災害等について

２．水道管路が満たすべき耐震性能について

３．国土強靱化実施中期計画について

４．水道関係予算について
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１．令和7年度の主な災害等について

3
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令和７年８月６日からの大雨における水道施設の被害状況等について

熊本県内の断水発生状況

福岡県内の断水発生状況鹿児島県内の断水発生状況

熊本県熊本市
断⽔：約30⼾
期間：8/10〜11

熊本県御船町
断⽔：約164⼾
期間8/11〜15

熊本県八代市
断⽔：約282⼾
期間：8/11〜12

熊本県美里町
断⽔：約676⼾
期間：8/12〜14

新潟県内の断水発生状況

熊本県天草市
断⽔：約1000⼾
期間：8/12〜14

熊本県山都町
断⽔：約16⼾
期間：8/13

鹿児島県霧島市
断⽔：約20,740⼾
期間：8/8〜13

鹿児島県姶良市
断⽔：約17,880⼾
期間：8/8〜19

熊本県甲佐町
断⽔：約1,000⼾
期間：8/11〜12

新潟県佐渡市
断⽔：約10⼾
期間：８/11〜14

秋田県内の断水発生状況

福岡県宗像市（大島）
断⽔：約487⼾
期間：8/11〜13

秋田県北秋田市
断⽔：約49⼾
期間：8/11〜15

○５県（秋田県、新潟県、福岡県、熊本県、鹿児島県）の13自治体において、水道施設が被災したことによ
り断水が発生（断水⼾数合計：約42,300⼾、期間：８月８日〜８月19日）。現在は全て断水解消済み。

○主な被害は、水管橋破損、土砂崩れ等による管路破損、停電によるポンプ停止、浄水場等への土砂流入。
○被災した導水管や送水管の復旧においては、地上配管工事により、断水解消までの期間を短縮。
○断水解消までは、応援自治体、自衛隊、地整等の給水車により、応急給水を実施。

熊本県上天草市
断⽔：約9⼾
期間：8/12

令和７年８月25日
10：００時点

＜姶良市＞
送水管（水管橋）破損

地上配管⼯事による応急復旧
＜霧島市＞

導水管（水管橋）破損
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樫立地域の可搬式浄⽔施設

令和７年台風第22号による水道施設の被害状況等について

〇八丈町では土砂崩れ等による水道施設の甚大な被害により、最大約4,100⼾が断水。（断水解消済、断水期間10/9〜11/15）。
〇断水解消のために、関係機関が連携し応急給水、道路啓開、水道施設の被災状況調査・復旧作業等を実施した。
 応急給水については、給水車（最大７台[八丈町、東京都、自衛隊]）で、最大18箇所に設置した仮設給水槽に充水し、住⺠が持参し

たポリタンク等へ給水。海上保安庁は、10/11から11/11まで、巡視船により給水車等への給水を実施（荒天時を除く）。
 東京都水道局は職員30名体制で、水道管の修繕や可搬式浄水施設の設置支援等、復旧の加速化を図った。

〇断水解消後、水の安定供給に向けた応急復旧工事が11月末までに完了した（水源への水道管の配管、可搬式浄水施設の設置）。
〇国土交通省としては、TEC-FORCEを派遣し、防災ヘリ（八丈町⻑も搭乗）やドローンによる水道水源等の被災状況調査等を実施。

みつね
三根地域 （断⽔期間：10/9〜11/6）
・土砂崩れで導⽔管被災
・⽔量確保のため大川浄⽔場に仮設の導⽔

管を配管し給⽔中。

浄
浄

浄

配
配

浄

てらやま
寺山浄⽔場
（稼働中）

おおかわ
大川浄⽔場
（導⽔管被災）
（稼働中）

すえよし
末吉地域 （断⽔期間：10/9〜11/15）
・被災により⽔源の⽔量が不安定。
・⽔量確保のため取⽔地点を変更し可搬式浄

⽔施設で浄⽔処理し給⽔中。
なかのごう
中之郷地域 （断⽔期間：10/9〜11/12）
・土砂崩れで導⽔管被災、仮設導⽔管の配管済み。
・洞輪沢浄⽔場からの送⽔により給⽔中。

おおかごう
大賀郷地域
（断⽔期間：10/9〜10/19）

なかのごう
中之郷配⽔池
（導⽔管被災）
（稼働中）

ねたばら
根田原浄⽔場
（稼働中）

かしたて
樫立配⽔池
（稼働中）

さかした
坂下地区
最大3,350⼾断水
（10/9〜11/6）

さかうえ
坂上地区
最大750⼾断水
（10/9〜11/15）

おおかごう
大賀郷浄⽔場
（導⽔管被災）
（稼働中）

大賀郷浄⽔場の⽔源への経路の状況

＜凡例＞
断⽔解消した区域

かしたて
樫立地域 （断⽔期間：10/9〜 11/6）
・⽔量確保のため休止中の⽔源の原⽔を

可搬式浄⽔施設で浄⽔処理し給⽔中。
・洞輪沢浄⽔場からの送⽔により給⽔中。

せきのと
関之⼾浄⽔場
（稼働中）

浄

浄

安川⽔源からの導⽔管の被災

令和７年1２月５日
１７：００時点

⽔源エリア

⽔源
エリア

⽔源
エリア

⽔源
エリア

⽔源
エリア

ぼらわざわ
洞輪沢浄⽔場
（稼働中）

仮設給⽔槽による応急給⽔
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漏水箇所西系統（青線）：導水管口径1350mm
平成10年代布設

中系統（赤線）：導水管口径750mm
〇破損により漏水

東系統（黒線）：導水路トンネル
〇補修工事のため導水停止中だったが、
工事を中止し、通水再開

ダム

石川浄水場

西原浄水場

久志浄水場

沖縄県漏水事故におけるリダンダンシー確保等の取組について

【事故の概要】 【断水影響の最小化の取組】

■水道事業体：沖縄県企業局
■発生日時 ：令和７年１１月２４日 ３時頃
■発生場所 ：沖縄県大宜味村塩屋地内（半崎トンネル出口）
■概 要 ：水源から久志（くし）浄水場、石川浄水場、西原浄水場につな

がる水道管（導水管）３系統（東系統、中系統、西系統）のうち、
中系統の水道管（PCP※口径750㎜（昭和42年布設、約58年経過））
で漏水事故が発生。

■被害状況 ：最大断水戸数：約19万戸
（７市町：那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町）

※26日14時頃 断水解消
■事故原因 ：経年劣化による漏水と推定
■対応状況 ：24日 3時頃 道路面からの漏水の通報、10時半頃 止水完了
○24日深夜までに東系統、西系統の導水管の通水が再開。25日4時頃より西原浄水場へ
の通水を開始。25日8時頃より西原浄水場から各市町の配水池等に送水開始。26日14時
頃断水解消。
○25日沖縄総合事務局は沖縄県からの要請を受け、浦添市の病院に応急給水を実施。

 令和7年11月24日に沖縄県企業局が管理する導水管（ PCPΦ750㎜ ）で漏水事故が発生。
 当該管路は、水源から久志（くし）浄水場、石川浄水場、西原浄水場につながる導水管であり、最大断水戸数は約19万戸。
 沖縄県は、事故や災害発生時に本土からの応援が難しいことや、河川規模が小さいといった特徴があることから、従来より複数の水源整備や導

水管の複線化等を実施しており、断水期間が約2日間と早期の断水解消が可能となった。

導水管破損による歩道冠水
状況（導水停止後）

 導水管の複線化等（リダンダンシーの確保）

 複数の水源開発（ダムや海水淡水化装置等）

 原水調整池（原水を貯留し水量の時間変動に対応）の整備

破損したPCPの状況

※PCP：プレストレスコンクリートシリンダー管。米軍統治時代に布設された米国製の管。

北谷浄水場

名護浄水場

海水淡水化
センター

：ダム等主な水源

：主な浄水場
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八戸市による水道施設の耐震化の取組について

 令和7年12月8日に青森県東方沖を震源とする地震が発生し、青森県八戸市において最大震度6強を観測。
 八戸市（昭和61年以降は八戸圏域水道企業団）は、昭和43年の十勝沖地震での断水経験を踏まえ、管路の耐震化等を積極

的に推進し、八戸市の耐震管率は、被害があった市町村や全国平均を大きく上回っている。
 結果として震度6強を観測した八戸市においては、断水が発生しなかった。

【地震の概要】 【八戸市（昭和61年以降は八戸圏域水道企業団）の取組】

はしかみちょう

階上町（震度６弱）
最大断水戸数２７戸
水道管の破損１箇所

かるまいまち

軽米町（震度５強）
最大断水戸数約６０戸
（水道管の破損１箇所）

久慈市（震度５弱）
最大断水戸数５戸
（水道管の破損１箇所）

しちのへまち

七戸町（震度５強）
・最大断水戸数約４６０戸
（水管橋の破損２箇所）
・最大断水戸約１５０戸
（水道管の破損）

震源

八戸市
（断水無し）

八戸圏域
水道企業団
耐震管率

七戸町
耐震管率

軽米町
耐震管率

久慈市
耐震管率

（参考）
全国平均値
耐震管率

導水管 76％ 42％ 13％ 45％ 23％

送水管 85％ 0％ 12％ 29％ 32％

重要施設に接続する
管路

63％ 16％ 対象管路無し 26％ 27％

○管路の耐震化状況（国土交通省緊急点検結果（R５年度末時点））

昭和43年の十勝沖地震において市内全域の断水を経験し、メーカーと共同開発を行い
耐震管（S形ダクタイル鋳鉄管）を開発し、全国で初めて耐震継手を有したダクタイル鋳鉄
管を導入。積極的に耐震管による管路の耐震化を推進。

○耐震管の開発と採用

○施設整備状況

更新延長

R2 14,079ｍ

R3 11,434m

R4 12,644m

R5 14,396m

R6 8,845m

耐震管の布設工事

ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）にて、着実な管路更新を実施。

耐震型ダクタイル鉄管採用50周年セミナー
（新耐震管GXφ５００吊り上げ）

■ 発生日時 12月8日23時15分
■ マグニチュード 7.5
■ 発生場所 青森県東方沖
■ 最大震度 6強（八戸市）
■ 水道施設の被害状況

最大断水戸数 約700戸
※被災箇所はすべて断水解消、復旧済み

進藤0

進藤1
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【島根県東部を震源とする地震】水道施設の被害状況等について

○２県（⿃取県、島根県）の５自治体において、水道施設が被災したことにより最大約1,050⼾が断水したが、
現在は全て断水解消済（期間：１月６日〜８日）。

○⿃取県南部町では、地震による水道原水（湧水）の濁りが完全に解消しなかったため、飲⽤不可と住⺠
に周知して給水再開。飲料水については、応急給水拠点を開設し、住⺠が持参したポリタンク等への応急
給水を実施（期間：１月８日〜13日）。１月13日に濁りが解消し、飲⽤可として給水再開。

令和８年１月13日
1５：３0時点

い ずも し

島根県出雲市（震度４）
（断⽔期間： 1/6 〜7）
断⽔解消（最大断⽔⼾数：4⼾）
⽔道管の破損（復旧済）

や すぎ し

島根県安来市（震度５強）
（断⽔期間： 1/6 〜7）
断⽔解消（最大断⽔⼾数：19⼾）
⽔道管の破損（復旧済）

＜凡例＞
断⽔中
断⽔解消済
応急給⽔実施中

ま つえ し

島根県松江市（震度５強）
（断⽔期間：1/6）
断⽔解消（最大断⽔⼾数：20⼾）
⽔道管の破損（復旧済）

なんぶちょう

⿃取県南部町（震度５弱）
（断⽔期間： 1/6 〜8）
断⽔解消（最大断⽔⼾数約：1000⼾）
原⽔濁り（復旧済）

ほうきちょう

⿃取県伯耆町（震度５弱）
（断⽔期間： 1/6 ）
断⽔解消（最大断⽔⼾数：12⼾）
⽔道管の破損（復旧済）

8
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迅速な応急対応のために特に留意いただきたいこと

（基本的な心構え）
 住⺠が断⽔で困らない状況を一刻も早く実現することを目指すこと。
 被災自治体のみで対応が困難な場合は、躊躇せず外部に応援・協⼒を要請すること。
（応急給⽔）
 断⽔に対して、応急給水体制を迅速に整えること。その際、防災・医療福祉等関係部局と連携し、飲料⽔

だけではなく、病院・福祉施設や生活用水のニーズを考慮すること。
 断⽔の程度に応じて、十分な給水⾞の応援を躊躇せず迅速に要請すること（逐次投⼊は避ける）。

※ 応援要請先︓⽇本⽔道協会県⽀部⻑、地方整備局、都道府県経由で自衛隊 等
（応急復旧）
 ⼀刻も早い断⽔解消のため、地上配管等により迅速な応急復旧を⾏うこと。

※ 応急⼯事は、災害査定前でも現場着⼿可能（⼯事内容が妥当であれば最終的に災害復旧に含めて
採択。判断に迷う場合は、都道府県経由で（指定都市は直接）国交省防災課と事前打合せすること）。

 工事業者や資機材を迅速に確保すること。確保が滞る際は、速やかに関係機関・団体等に協⼒を要請する
こと。

※ 協⼒要請先の例︓
・応急復旧作業︓全国管⼯事業協同組合連合会、建設業協会等
・建設重機械の供給︓建設重機協同組合、リース会社等
・資材調達︓⽇本⽔道⼯業団体連合会、⽇本ダクタイル鉄管協会、⽇本⽔道鋼管協会、

建設資材会社等
・資機材等の輸送︓トラック協会、旅客船協会等
・⽇本⽔道協会︓各自治体所有の資機材の提供調整、関係⺠間団体等への協⼒要請等
・国交省︓関係機関・団体等への協⼒要請等 9
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生活用水の確保を円滑に⾏うための防災部局との連携について

10

発災時における生活用水の確保を円滑に行うための水道事業者と防災部局の事前防災にかかる連携について
（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付・国土交通省水管理・国土保全局水道事業課水道計画指導室）

 能登半島地震において、飲料⽔の他に、トイレや⼊浴、避難所の清掃、洗濯、器材の洗浄などに⽋か
せない「⽣活用⽔」を確保することが困難となった。

 発災時の⽣活用⽔の確保を円滑に⾏うには、防災担当部局と⽔道事業者との間で事前防災につい
て、連携を図ることが重要であるため、内閣府（防災）と連名で事務連絡を発出した

（令和７年６⽉２６⽇）

 飲料⽔及び⽣活用⽔の確保のために、平時より、防災担当部局と水道事業者間（以下、両部局）で事前防
災について連携を図ること。

 両部局で連携して、⽔道事業者が応急給水先とする避難所や支援拠点を平時から決めておくこと。
 両部局は、避難所等の関係部局と連携して、応急給⽔体制を事前に構築すること。その際、給水⾞の稼働効

率を⾼めるため、仮設水槽等を平時から用意しておくことが適当。
 ⽔道事業者が避難所等で使用可能な防災井⼾等の情報を把握していない場合、防災担当部局は可能な範

囲で水道事業者に共有することが適当。
 平時より、⽔道事業者は、危機管理マニュアル等で設定した被害想定に基づく復旧期間等を防災担当部局に

共有するとともに、必要な給水⾞を配備することが重要。
 ⽔道事業者が、給水⾞等により飲料水として避難所に給水した水については、利用者の判断で供給時から生

活用水として利用することも可能。
 ⽔道事業者が給水⾞の追加配備を⾏う場合は、国⼟交通省 防災・安全交付⾦の基幹事業である水道総合

地震対策事業の活用が考えられる。加えて、基幹事業と⼀体となってその効果を一層⾼めるために必要な事業
（仮設⽔槽の整備等）を実施する場合は、同交付⾦の効果促進事業の活用が考えられる。
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令和８年度中長期派遣職員について

11

事業体名 職員数※

（R5年度末時点）
R8要望数

（R7.11.20時点）
R8派遣者予定数
（調整中含む） 不⾜数 R8職員派遣詳細

派遣元 職種 人数

七尾市 12 4 3 1
名古屋市 ⼟木職 1
熊本市 ⼟木職 1（調整中）
福井市 ⼟木職 1（調整中）

輪島市 9 16 9 7

東京都 ⼟木職 1（調整中）
⾦沢市 ⼟木職 1

さいたま市 ⼟木職 1
犬山市 ⼟木職 1（調整中）
岐阜市 ⼟木職 1
豊橋市 ⼟木職 1（調整中）
川崎市 ⼟木職 1（調整中）
岡山市 ⼟木職 1（調整中）
伊勢市 ⼟木職 1（調整中）

珠洲市 7 8 8 0

名古屋市 ⼟木職 1
新潟市 ⼟木職 1（調整中）
静岡市 ⼟木職 1
札幌市 ⼟木職 1（調整中）
⻑野市 ⼟木職 1

丹波広域事組合 ⼟木職 1（調整中）
浜松市 ⼟木職 1（調整中）
⻑岡市 ⼟木職 1（調整中）

羽咋市 5 1 0 1 未定 ⼟木職 0
かほく市 6 1 1 0 仙台市 ⼟木職 1（調整中）
津幡町 10 1 1 0 福岡市 ⼟木職 1（調整中）
内灘町 5 2 1 1 春⽇井市 ⼟木職 1

志賀町 5 3 3 0
横浜市 ⼟木職 1
徳島市 ⼟木職 1
京都市 ⼟木職 1（調整中）

中能登町 3 1 0 1 未定 ⼟木職 0
穴⽔町 4 2 1 1 神⼾市 ⼟木職 1

能登町 9 4 2 2 ⼤阪市 ⼟木職 1
愛知県 ⼟木職 1（調整中）

合計 75 43 29 14
※令和５年度水道統計より（輪島市、珠洲市については、令和４年度）

被災水道事業体への中長期派遣職員が不足しているため、是非、積極的な職員派遣の検討をお願いする。
R８．１．２０時点

進藤0
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２．水道管路が満たすべき耐震性能について
（水道施設の技術的基準を定める省令の改正）
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水道管路が満たすべき耐震性能について
（水道施設の技術的基準を定める省令の改正）

13

〇 能登半島地震の教訓を踏まえ、避難所などの重要施設に接続する水道管路の耐震
化を進めることが重要。

〇 今後、水道法に基づく水道施設の技術的基準を定める省令を改正し、重要施設に接
続する配水支管について、基幹管路と同様の耐震性能（レベル２地震動への対応等）
を確保することを義務づける予定。

レベル１
地震動

レベル２
地震動

○ ○

○ －

基幹管路
＋重要施設に

接続する配
水支管

（管路が備えるべき耐震性能）

上記以外の
配水支管

（今後のスケジュール）
2025年12月 水道の諸課題検討会
2026年１月27日～２月25日 パブリックコメント
2026年４月（予定） 省令改正
2026年10月（予定） 省令施行

赤字部分を改正

重要施設

：重要施設（避難所、災害拠点病院等）に
接続する配水支管

（水道施設）

レベル１地震動：当該施設の設置地点において発生するものと想定
される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発
生する可能性の高いもの

レベル２地震動：当該施設の設置地点において発生するものと想定
される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの
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３．国土強靱化実施中期計画について
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○ 能登半島地震の教訓を踏まえ、上下水道システムの「急所施設」（その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失

う最重要施設）や避難所などの重要施設に接続する上下水道管路等の耐震化状況について、点検を実施。
○ 各施設の耐震化率は、下図に示すとおり全体的に低い水準に留まっており、耐震化が十分でないことが改めて

確認された。

※１ 今回の緊急点検では、給水区域内かつ下水道処理区域内の
重要施設に接続する管路等を対象とする。

※２ 導水管、送水管、重要施設に接続する水道管路の耐震化率は、
耐震管以外に地盤性状によって耐震適合性を有する管を含めた
割合を示す。 なお、 （）内に耐震管率を示す。

※３ 下水処理場直前の合流地点にポンプ場がある場合は急所施設とする。
※４ 上下水道耐震化計画の策定に伴う精査の結果、令和6年11月に公表

された緊急点検結果の数値から変更が生じた。

【全国の耐震化率】
（令和５年度末時点）

下⽔
処理場 P

取⽔
施設

浄⽔
施設

ポンプ場※３

下⽔処理場直前の
合流地点

P
ポンプ場P P

急所施設（水道）

急所施設（下水道）

重要施設に接続する管路等※１

重要
施設

配⽔池

河川

導⽔管

送
⽔
管

下⽔道管路

約46％ 約34％※２

（約23％）
約43％

約47％※２

（約32％）

約67％

約37％※２,４

（約25％）

約44％

約52％※４

接続する水道・下水道
管路の両方（青色部）
が耐震化されている

重要施設の割合

約9％ ※４

約52％※４約70％※４約49％※４

約●％ ：耐震化率

（凡例）

災 害 拠 点 病 院 、 避 難 所 、 防 災 拠 点
（警察、消防、県・市庁舎等）など

上下水道施設の耐震化状況 （令和５年度末時点）

15
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○ 国土強靱化基本法第11条の２第１項の規定に基づく「第１次国土強靱化実施中期計画」（計画期間：令
和８年度から令和12年度までの５年間）が、令和７年６月６日に閣議決定。

○ 国土強靱化実施中期計画に、埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けた有識者委員会における上下水道
のあり方の提言を踏まえ、社会的影響が大きい上下水道管路の更新や、多重化・分散化によるリダンダ
ンシーの確保の施策を追加したほか、上下水道施設の耐震化等の施策を位置付け。 

第１次国土強靱化実施中期計画における上下水道関係指標

【上下水道施設の戦略的維持管理・更新】

• 漏水リスクが高く、事故発生時に社会的影響が大きい大口径水道管路（口径800mm以上の管路）の更新
（約600km）の完了率

8％【R6】 → 32％【R12】→ 100％【R23】

• 損傷リスクが高く、事故発生時に社会的影響が大きい大口径下水道管路（「下水道管路の全国特別重点調
査」の対象※：約5,000km）の健全性の確保率 ※ 口径2m以上かつ30年以上経過した下水道管路

0％【R6】→ 100％【R12】

• 修繕・改築や災害・事故時の安定給水の観点から計画的にリダンダンシー確保が必要な大口径水道管路
（口径800mm以上の導・送水管）に対する複線化・連絡管整備（約300km）の完了率

33％【R6】 → 76％【R12】→ 100％【R15】

• 修繕・改築や災害・事故時の迅速な復旧が容易ではない大口径下水道管路（口径2m以上の管路）を有す
る地方公共団体（約60団体）のうち、リダンダンシー確保に関する計画を策定し、取組を進めている団体の
割合

7％【R6】→ 100％【R9】

• 水道事業者（全国約1,400事業者）のうち、メンテナンスに関する上下水道DX技術（人工衛星やAIを活用した
漏水検知手法等）を導入している事業者の割合

34％【R6】→ 100％【R9】

• 下水道事業を実施している地方公共団体（全国約1,500団体）のうち、メンテナンスに関する上下水道DX技
術（ドローンによる下水道管路内調査手法等）を導入している団体の割合

21％【R6】→ 100％【R9】

• 点検により、更新等が必要となった水管橋（補剛形式：約760か所）の対策完了率 0％【R3】→ 100％【R12】

• 水道事業者（全国約1,400事業者）のうち、社会的影響が大きい古い規格の水道管路（鋳鉄管）の更新計画
を策定し、取組を進めている事業者割合

0％【R6】→ 100％【R8】

16
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第１次国土強靱化実施中期計画における上下水道関係指標

【上下水道施設の耐災害性強化】

• 2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場（全国約2,000か所）の停電対策完了率 73％【R4】→ 100％【R12】

• 2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、洪水等の浸水想定区域内にある施設
（全国約700か所）の浸水災害対策完了率

44％【R4】→ 75％【R12】 → 100％【R18】

• 上水道事業者及び水道用水供給事業者（全国約1,400事業者）における危機管理マニュアルの策定率 75.6％【R5】→ 100％【R12】

• 給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約35,000か所）のうち、接続する水道・下水道の
管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合

9％【R5】→ 30％【R12】 → 100％【R36】

• 水道の急所施設である導水管・送水管（約62,000km）の耐震化完了率 43％【R5】→ 59％【R12】 → 100％【R31】

• 水道の急所施設である取水施設（全国の取水施設能力：約7,600万㎥/日）の耐震化完了率 46％【R5】→ 67％【R12】 → 100％【R23】

• 水道の急所施設である浄水施設（全国の浄水施設能力：約7,100万㎥/日）の耐震化完了率 43％【R5】→ 76％【R12】 → 100％【R17】

• 水道の急所施設である配水池（全国の配水池有効能力：約4,000万㎥）の耐震化完了率 67％【R5】→ 84％【R12】 → 100％【R18】

• 下水道の急所施設である下水道管路（約9,100km）の耐震化完了率 70％【R5】→ 80％【R12】 → 100％【R25】

• 下水道の急所施設である下水処理場（約1,600か所）の耐震化完了率 49％【R5】→ 63％【R12】 → 100％【R32】

• 下水道の急所施設であるポンプ場（約900か所）の耐震化完了率 52％【R5】→ 69％【R12】 → 100％【R25】

【水災害リスク情報の充実・活用】

• 雨水出水浸水想定区域図が作成される市区町村（全国約800市区町村（令和７年度末時点想定））のうち、
最大クラスの内水に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合

0％【R5】 → 100％【R12】

【流域治水対策（河川、砂防、下水道、海岸）】

• 浸水実績地区等（全国約37万ha（令和５年度末時点））における下水道による浸水対策完了率 70％【R5】 → 82％【R12】→ 100％【R22】

• 浸水実績地区等（全国約37万ha（令和５年度末時点））における下水道による気候変動の影響を踏まえた
浸水対策完了率

5％【R5】 → 12％【R12】→ 100％【R40】

• 人口・資産集積地区（市街化区域・DID（人口集中地区）等）からの排水を受け持つ下水処理場等（下水処
理場：約460か所、ポンプ場：約1,700か所）における水害時の揚水機能確保完了率

16％【R5】 → 82％【R12】→ 100％【R14】
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４．水道関係予算について
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水道事業予算額等の推移

1807

1554
1475

1331
1233

1160
1074

1008 958

737

416
518

344
255 305 335 355 375

650 606

395 387 372

56

13

102
83

25

300

457

250
285

400
300 270

214
390

390 371 371

1807

1610

1475

1344

1233

1160

1074
1110

1041

762

416

818 801

505

590

735

655 645

864

996

785 758 743
786

0

500

1,000

1,500

2,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(単位：億円）

19

水道事業の国土交
通省移管に伴い、
社会資本整備総合
交付金に組替

決算

当初

補正
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令和７年度 上下水道関係補正予算の概要

20

合計 152,120百万円
※ 計数は、それぞれ四捨五⼊しているため端数において合計とは⼀致しない。

２．エネルギー・資源安全保障の強化
（２）ＧＸの推進等
○インフラ、交通、物流等の分野におけるＧＸの推進等

【主な事業】下⽔道汚泥の肥料利用に係る取組、創エネ・省エネに資する下⽔道施設の整備 等
（上下⽔道⼀体効率化・基盤強化推進事業費補助、下⽔道事業費補助） 3,242百万円

３．防災・減災・国⼟強靱化の推進
（２）令和の国⼟強靱化の実現
○気候変動に対応する流域治⽔の推進

【主な事業】⾬水ポンプ、⾬水貯留管、⾬水貯留施設の整備 等 （下⽔道防災事業費補助） 11,800百万円

○強靱で持続可能な上下⽔道システムの構築に向けた地震対策・基盤強化の取組の推進
【主な事業】上下⽔道施設の耐震化、水の官⺠連携（ウォーターPPP）の導⼊に向けた調査、DX推進 等

（上下⽔道⼀体効率化・基盤強化推進事業費補助、⽔道施設整備費補助、下⽔道防災事業費補助） 6,625百万円

○地域における⽼朽化対策、防災・減災、国⼟強靱化の推進
【主な事業】上下⽔道施設の耐震化・⽼朽化対策、広域連携、DX推進 等 （防災・安全交付⾦等） 130,452百万円

(想定国費)

Ⅱ 危機管理投資・成⻑投資による強い経済の実現
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令和８年度 上下水道関係予算の概要

21

○令和7年１⽉の埼⽟県⼋潮市で発⽣した下⽔道管の破損に起因する道路陥没事故等の教訓を踏まえ、事故
発⽣時に社会的影響が⼤きい上下⽔道管路の⽼朽化対策の強化が必要。

○同時に、能登半島地震の教訓も踏まえ、人口減少下においても必要な上下⽔道サービスを維持していくため、シ
ステムの分散化によるコンパクトなインフラ整備や、市町村域を超えた事業運営の⼀体化、料⾦の適正化、官⺠
連携が必要。

○これらの取組を地方公共団体が強⼒に推進できるよう、国として、必要な制度整備を⾏うとともに、財政⽀援・イ
ンセンティブ付与を⾏う。

強靱で
持続可能な
上下水道

⽼朽化対策
の強化

システムの
分散化

料⾦の
適正化

事業運営の
一体化

○事業運営の⼀体化を推進する制度整備
○事業運営の一体化への支援（R8予算）

○料⾦の適正化を推進する制度整備
○⽔道カルテの公表（R6.12⽉）

○分散型システムの現場実証（R6補正〜）
○ガイドラインの整備
○分散化への支援（R8予算）

○全国特別重点調査の実施（R7.３⽉〜）
○点検・調査、構造の基準の⾒直し
○社会的影響が⼤きい上下水道管路への支援（R8予算）

基本的考え方基本的考え方
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22

令和８年度 上下水道関係予算概算要求の概要

単位︓百万円

事業名 令和８年度
予算額

令和７年度
予算額

対前年度
倍率

上
下
⽔
道

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費
• 上下⽔道⼀体での効率化・基盤強化に向けた取組を⽀援

3,913 3,600 1.09

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費等
• 国が自ら⾏う上下⽔道関係の技術実証事業等

2,813 2,809 1.00

⽔
道

水道施設整備費
• 計画的・集中的な耐震化・⽼朽化対策や⽔道事業の事業運営の⼀体化、安全で良質な給⽔を確保するため

の施設整備等の取組を⽀援
20,417 20,194 1.01

水道施設整備事業調査費
• 国が自ら⾏う⽔道関係の調査等

75 75 1.00

下
⽔
道

下水道防災事業費
• 計画的・集中的な耐震化・⽼朽化対策や⼤規模な⾬⽔処理施設の整備、河川事業と⼀体的に実施する事業

等の取組を⽀援
122,250 102,250 1.20

下水道事業費
• 下⽔道事業の事業運営の⼀体化や温室効果ガス削減に資する事業、PPP/PFI⼿法等を活用した事業、下⽔

汚泥資源の肥料化等の取組を⽀援
9,836 8,564 1.15

下水道事業調査費
• 国が自ら⾏う下⽔道関係の調査等

883 883 1.00

合計 160,187 138,375 1.16

令和８年度 上下水道関係予算の内訳令和８年度 上下水道関係予算の内訳

［交付⾦］

※⽔道・下⽔道事業に係る費用は、この内数

区分 令和８年度予算額 令和７年度予算額 対前年度倍率

社会資本総合整備 1,312,611 1,334,365 0.98
うち 社会資本整備総合交付⾦ 459,693 487,410 0.94
うち 防災 ・ 安全交付⾦ 852,918 846,955 1.01

（単位︓百万円）

［個別補助⾦・事業調査費等］
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上下水道関係 令和８年度予算案 拡充内容①

１．下水道等に起因する⼤規模な道路陥没事故を踏まえた上下水道の⽼朽化対策

（１）重要管路の更新の推進 ［個別補助事業の創設、交付⾦事業＊の拡充］

下水道管路の全国特別重点調査※2で
「緊急度Ⅰ」と判定された管路の更新は全て補助対象※3

 重要管路※1のうち、災害・事故後に迅速に機能を確保することが容易でない管路※4の複線化等※5を支援
[⽔道︓資本単価要件を満たす事業者を補助対象として補助率1/4、下⽔道︓補助率1/2]

※4 ⽔ 道︓⼟被りが⼤きく開削⼯事が困難な管路
下⽔道︓管内⽔位が⾼く更⽣⼯事が困難な管路

※5 これまでの⽔道の補助制度では、河川を横断する導⽔管・送⽔管の複線化に補助対象を限定

（⽔道・下⽔道） （⽔道・下⽔道）
＊交付⾦事業はR7補正より拡充

（２）重要管路の複線化等の推進 ［個別補助事業の創設、交付⾦事業＊の創設］
（⽔道・下⽔道） （⽔道・下⽔道）

＊交付⾦事業はR7補正より創設

⼤口径の管路や緊急輸送道路に埋設された管路など、事故発⽣時に多数の地域住⺠に重⼤な影響を及ぼす管路（重要
管路）の更新や、重要管路のうち、災害・事故後に迅速に機能を確保することが容易ではない管路の複線化等を推進。

全国特別重点調査での緊急度Ⅰの例

 ⼤⼝径の管路や緊急輸送道路に埋設された管路など、事故発生時に多数の
地域住⺠に重⼤な影響を及ぼす管路（重要管路※1）の更新を支援

[⽔道︓資本単価要件を満たす事業者を補助対象として補助率1/4、下⽔道︓補助率1/2]
※1 ⽔ 道︓口径800mm以上の管路、緊急輸送道路、重要物流道路下の管路など

下⽔道︓口径2,000mm以上の管路、緊急輸送道路、重要物流道路下の管路など

ポイント

※2 調査対象は、設置から30年以上経過した口径２m以上の管路
※3 従来の制度では、自治体規模と口径によっては補助対象外となる管路がある
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⼤口径の管路や緊急輸送道路に埋設された管路など、事故発⽣時に多数の地域住⺠に重⼤な影響を及ぼす管路
（重要管路）の更新や、重要管路のうち、災害・事故後に迅速に機能を確保することが容易ではない管路の複線化
等を推進するため、個別補助事業を創設し、重点的に⽀援する。

埼玉県八潮市の道路陥没事故の教訓を踏まえた上下水道管路の老朽化対策の推進

下⽔
処理場 複線化

河川

更新下⽔
処理場

配⽔池

浄⽔場

複線化

湖

連絡管

連絡管

上下⽔道の重要管路（⼤口径の
管路、緊急輸送道路下の管路など）

の更新

(重要⽔道管路更新事業、
重要下⽔道管路更新事業の創設)

重要管路の更新

【R7当初】
⽼朽化した上下⽔道管路の
更新を交付⾦で⽀援

【R8(案)】
上下⽔道の重要管路の更新の
ための個別補助事業を創設し、
重点的に⽀援

上下⽔道の重要管路のうち、災害・
事故後に迅速に機能を確保することが

容易ではない管路の複線化等

(⽔道施設リダンダンシー強化事業、
下⽔道施設リダンダンシー強化事業の

創設)

【R7当初】
河川を横断する⽔道管路の
複線化等を交付⾦で⽀援

【R8(案)】
上下⽔道の重要管路のうち、
災害・事故後に迅速に機能を確
保することが容易ではない管路の
複線化等のための個別補助事
業を創設し、重点的に⽀援

重要管路の複線化

更新

配⽔池

取⽔口

取⽔口

ポンプ場 上下⽔道の重要管路のうち、
災害・事故後に迅速に機能を
確保することが容易ではない管路

【凡例】

ポンプ場

浄⽔場

A上⽔系統

B上⽔系統

D下⽔系統

C下⽔系統
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上下水道関係 令和８年度予算案 拡充内容②-1

 2以上の⾃治体による給水/汚水処理⼈⼝10万⼈以上※6の事業運営の一体化※7を支援※8

[⽔道︓補助率1/3、下⽔道︓補助率1/2等]

（１）事業運営の一体化の推進 [個別補助事業の創設・交付⾦事業の拡充］
（⽔道・下⽔道） （⽔道）

人口減少下においても必要な上下⽔道サービスを維持していくため、市町村域を超えた事業運営の⼀体化、システムの分散化
によるコンパクトなインフラ整備、DX等の基盤強化を推進。

※6 ⽔道の従来の制度では、3以上の自治体で給⽔人口5万人以上
等を補助要件としている

※7 事業統合又は経営の⼀体化を指す
※8 事業運営の⼀体化または⼀体化後の運営基盤強化のために

必要な施設の整備等を⽀援（計画期間は最⻑10年間、
令和22年度までの時限事業。なお、補助事業開始後5年以内に
事業運営の⼀体化を実現することが要件。）

事業運営の⼀体化と施設の最適配置（イメージ）

ポイント 水道 ︓資本単価要件を設けない
下水道︓管渠の補助対象範囲を拡⼤※9

※9 通常は自治体規模が⼤きくなるほど管渠の補助対象範囲が狭くなるところ、
事業運営の⼀体化を⾏う自治体には、事業運営の⼀体化対象自治体のうち
最も規模の小さい自治体の補助対象範囲を適用

２．持続可能な上下水道の実現に向けた基盤強化
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上下水道関係 令和８年度予算案 拡充内容②-２

２．持続可能な上下水道の実現に向けた基盤強化
（２）分散型システム導入の推進

［個別補助事業の拡充・交付⾦事業の拡充］
（３）ＤＸの推進

［交付⾦事業の拡充］

（４）PFASへの対応強化 ［個別補助事業の拡充・交付⾦事業の拡充］

 分散型システムの導入に必
要な計画策定や施設整備
（水源整備、小型浄水処
理装置、運搬送水のための
給水⾞導入など）を補助対
象に追加

[補助率1/3等]

 効率的な維持管理や迅速な災害対応のため、
下⽔道管路に加え、下水処理場及びポンプ場
の施設情報等のデジタル化を補助対象に追加

[補助率1/2]

 PFOS及びPFOAの⽔道⽔質基準化（R8.4.1施⾏）を踏まえ、PFAS対策の補助対象⾃
治体を拡⼤ [補助率1/4]

PFASへの対応の例
（活性炭処理施設）

（⽔道） （下⽔道）（⽔道）

（⽔道） （⽔道）

分散型システムの例
(給⽔⾞による運搬送⽔)

資本単価要件、または、以下のいずれかの要件を満たす事業者も補助対象に追加
• 料⾦回収率が100％以上である場合
• 過去５年間において、少なくとも１回以上の⽔道料⾦の改定が⾏われている場合
• 広域連携に向けた、協議会の設⽴などの具体的な検討が進められている場合

ポイント

26
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■メンテナンスの⾼度化・メンテナビリティの向上につながる技術

○人が近づけない管路等においても、精度の⾼い点検・
調査を可能とする

【下⽔道管路の点検・調査の現状】
○内径800㎜までの下⽔道管

人が⼊れないためTVカメラで実施

○内径800㎜以上の下⽔道管
人が⼊り潜⾏目視を⾏うことが基本

【技術の⾼度化・実用化により目指す姿】

精度の⾼い点検・調査 <High Quality>

作業安全の確保 <No Entry>
○作業安全の確保や働き方改革等の観点から、人ができる

限り管路に⼊らず点検・調査を⾏う

＜技術の例＞
無人化・省⼒化技術、⼤深度の空洞調査、⼤口径下⽔
道管の管厚や強度測定 等

○常時管内⽔位が⾼く、⽔位低下が困難で、
人が近づけない管路など、正確な点検・調査が
容易でない箇所も存在

○特に社会的影響が⼤きい箇所は、管路内⾯の調査に加
え、空洞調査、管厚・強度測定等を組み合わせ⾼度化

下水道管路における安全性確保

■2050年カーボンニュートラルの実現に資する省エネや創エネなどの技術

※従来下⽔処理（イメージ）

○上下⽔道施設から排出される
温室効果ガスの削減

○上下⽔道資源・エネルギーの活用

光ファイバーを用いた地中空洞検知イメージ

国⼟交通省の上下⽔道技術開発事業
【事例】

令和8年度 上下水道一体革新的技術実証事業
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災害復旧事業における制度拡充

⼤規模出水後の⼟砂掘削によるダムの水道容量確保（災害復旧事業）
 ⽔道⽔の⽔源となるダムの管理は⽇々適切に実施しているものの、⼤規模な出⽔があった場合は、ダム堆砂が急激

に進み、⼗分な水道容量が確保できないリスクが⾼まる。
 このため、⼤規模な出⽔後にダムに異常堆積した⼟砂について、⽔道容量の確保に必要となる⼟砂掘削（原型復旧

分）を新たに公共⼟木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象とすることで、⼤規模出⽔後の速やかな⽔道容量
確保を促進し、水の安定供給を図る。

背景・課題

 近年は時間⾬量５０mmを超えるような⼤⾬が増える⼀方、無
降⽔⽇（⽇降⽔量1.0mm未満）は増加しており、令和7年
は梅⾬期の少⾬により全国的な渇⽔被害が発⽣し、平成29年
以来、8年ぶりに「国⼟交通省渇⽔対策本部」が設置された。

 ⽔道⽔の約50%はダムに貯留された⽔により賄われているため、
⼤規模出⽔後にはダムの異常堆砂により十分な⽔量容量を確
保できず、出⽔後に無降⽔⽇が続いた場合、⽔の安定供給に
⽀障をきたす恐れがある。

今後の対応

 ⼤規模な出⽔後にダムに異常堆積した⼟砂について、⽔道容量
の確保に必要となる⼟砂掘削を新たに公共⼟木施設災害復旧
事業費国庫負担法の対象とし、災害復旧事業として⽀援する。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法移行後の
水道施設の災害復旧事業

国土交通省 水管理・国土保全局
防災課

2026/01/30

令和７年度第２回大都市水道局大規模災害対策検討会
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１．水道施設の災害報告と被害情報の提供（初動対応）

「災害報告」と「被害情報の提供」の流れ

施設管理者
(水道事業者、水道用水供給事業者)

都道府県、指定都市 国土交通省

地方整備局
水道係

水道事業課

防災課

[凡例]
負担法に基づく災害
報告※１(防災課)
被害情報の提供※２

(水道事業課)

※１ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
※２ 健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について

(令和６年４月３日付国水水第１号、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長)

(水管理・国土保全局)

災害報告と被害情報が入り
混じるため、適切に選別

 地震や豪雨、その他自然災害により水道施設への被害が確認された場合、施設管理者（大臣認可及
び大臣認可外の水道事業者、水道用水供給事業者）は、防災課への負担法に基づく災害報告と水道
事業課への被害情報の提供を速やかに行なって下さい。
 水道施設の査定前着工（応急工事）について、災害復旧事業として採択されるか判断に迷うときに
は、事前打合せ（防災課への相談）をご利用下さい。
 特に仮設（陸）配管や可搬型浄水装置を設置する場合は、査定において手戻り等が生じないよう、
できる限り事前打合せをご利用下さい。
 施工前の被災状況を的確に把握できる写真が採否の決め手となるため、事前打合せの有無に関わら
ず必ず撮影するようにして下さい。

都道府県

市 町 村

指定都市
土木主管部局

都道府県
土木主管部局

都道府県
水道行政担当部局

指定都市

土木主管部局は漏れのない
よう報告を促し、水道担当
部局は遅滞なく報告

水道の災害報告は土木主管部局

2
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２．公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法への移行

3

令和６年４月１日以降に被災した水道施設の災害復旧事業は、
河川、道路、下水道等と同じく「公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法」（負担法）が適用されます。

【法律および通知】
 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和５年法律第36号)
 災害査定官申合事項の一部改正について(通知)(令和６年４月１日付国水防第534号、国土交通省水管理・国土保全局防災課長)
 災害報告についての一部改正について(令和６年４月１日付国水防第535号、国土交通省水管理・国土保全局防災課長)
 水道施設に係る災害復旧事業の一箇所工事の取扱いについて(令和６年４月１日付国水防第536号、国土交通省水管理・国土保全局防災課長)
 水道施設に係る災害復旧事業の工事費の算出等の取扱いについて(令和６年４月１日付国水防第537号、国土交通省水管理・国土保全局防災

課長)
 ｢生活衛生等関係行政機能強化のための関係法律の整備に関する法律｣の施行等に伴う災害復旧事業関係通知の改正等について(令和６年４月

１日付国水防第538号国土交通省水管理・国土保全局長)
 水管理・国土保全局所管災害復旧事業における消費税相当額の取扱いについて(令和６年４月１日付国水防第539号、国土交通省水管理・国

土保全局長)
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要領の一部改正について(通知)(令和６年４月１日付国水防第542号、国土交通事務次官)

ただし、令和６年能登半島地震で被災した石川県、富山県、新潟県における水道施設の災害
復旧事業は令和６年４月１日以降も「厚生労働省所管水道施設災害復旧費調査要領」による。

能登半島地震
（石川県、富山県、新潟県）

R6.1.1 R6.4.1R6.2.27

厚生労働省所管水道施設災害復旧費調査要領

厚生労働省所管水道施設災害復旧費調査要領

（タイムライン）

令和６年４月１日
以降の災害

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（予算補助） （法律補助）

（予算補助）
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３．令和７年災害の査定実績と災害復旧制度の沿革

4

令和７年災害の査定実績

種目 決定箇所数 決定額(千円)

上水道 39 2,324,343

下水道 17 1,322,187

令和７年12月31日現在

終末処理場の浸水被害
(福岡県新宮町)

融雪災害による管体の破断
(新潟県柏崎市)

下水道上水道

災害復旧制度の沿革
(種目) (タイムライン)

上水道
災害復旧制度

下水道
災害復旧制度

昭和37年
(1962年)

昭和59年
(1984年)

平成23年
(2011年)

昭和50年
(1975年)

令和６年
(2024年)

都市災害復旧事業
(予算補助)

国土交通省都市局

負担法※

(法律補助)

国土交通省都市局

負担法※

(法律補助)

国土交通省水管理・国土保全局
防災課

負担法※

(法律補助)

防災課

※ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

水道施設災害復旧事業
(予算補助)

厚生労働省健康・生活衛生局水道課
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４．財政面の支援

国庫負担率

① 災害復旧事業における国庫負担・地方負担 ② 激甚法に基づく国庫負担の嵩上げ
(左図の地方負担 に対し、さらに国庫負担)

50/100 55/100

60/
100

70/100

さらなる国庫補助

さらなる国庫補助

嵩上げ前の
地方負担額

対標準税収入倍率

５％ 10％ 50％

（都道府県の場合）

（市町村の場合）

地方負担の残分

地方負担の残分

災害復旧事業費
（年度合計額）

標準税収入の
１／２倍

国庫補助
２／３

国庫補助
３／４

国庫補助
４／４

地方負担

この部分は、
地方負担なし

標準税収入の
２倍

年間の災害復旧事業費が、
標準税収入の２倍を超えると、

地方自治体の負担はそれ以上増えない

激甚災害に指定された場合
災害復旧事業費の

地方負担と財政力に応じて
さらに負担率を嵩上げ

5

原則 ：２／３以上
激甚災害：災害復旧事業費に係る

地方負担額と財政力に
応じてさらに嵩上げ

負担法

原則 ：１／２
激甚災害等：２／３※

※ 交付の条件：給水人口×１万円以上
事業費が１億円以上
（簡易水道事業は５千万以上）

厚労省移 行 後 移 行 前
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４．財政面の支援

6

１箇所工事の費用の限度額（下限値）

設計変更

工事の設計要件の変動等に伴い
設計を変更することが可能
 水勢もしくは地形の変動その他の事由

に基づきやむを得ないと認める場合
 当該施設に関する改良工事と併せて施

行することが適当であると認める場合

負担法

国庫補助金の交付額は、補助限度
額の範囲内

厚労省移 行 後 移 行 前

都道府県、指定市：120万円以上
市町村 ： 60万円以上

負担法

①又は②の何れかに該当する場合
①県 ：720万円※超
市 ：190万円※(100万円)超
町村：100万円※( 50万円)超

②給水人口×130円※(110円)超
※は上水道事業又は水道用水供給事業
( )内は簡易水道事業

厚労省移 行 後 移 行 前
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５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

7

災害復旧事業の手続きの流れ

負担法 厚労省災害発生

災害状況調査

災害報告

現地調査及び
設計図書作成

国庫負担申請

災害査定

実施設計

成功認定

事業費の精算

災害緊急調査
(本省査定官)

災害査定
の効率化

事前打合わせ

工事費決定

保留解除

協議設計

設計変更再調査

災害の発生

工
事
実
施(

応
急
工
事
含
む)

事実の確認

災害の報告

復旧計画の検討

災害復旧事業計画書の作成

査定(調査額の決定)

応急仮工事

補助限度額決定

補助金交付申請

補助金交付決定

実績報告書の提出

補助額の確定

災害復旧工事
の着工

災害復旧工事
の完了

復旧工事計画の事前打合せ

 クリティカルなイベントが少ない

保留解除

※ 負担法ならでは
のオプション

※

※

※

※

移行後 移行前
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５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

8

災害復旧事業の手続きと様式

 河川、道路、下水道等と同じ
手続きと様式

 土木部局等に手続きの仕方と
様式の作り方を聞くことがで
きる

負担法

• 独自の手続きと様式

 災害の都度、要綱、要領、手
引き等を見て、手続きの仕方
と様式の作り方を調べる

厚労省移 行 後 移 行 前

応急仮工事費の取扱い

• 応急仮工事は、査定時点にお
いては、全て未着手工事とし
て取扱い、同意単価で積算

• 実施(変更)設計書による精算

負担法

次の①か②のいずれか小さい方を
調査額とする
① 精算額又は精算見込み額
② 単価、歩掛により算定した額

厚労省移 行 後 移 行 前
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机上査定上限額と採択保留金額

５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

9

机上査定上限額：1,000万円未満
採択保留金額 ：４億円以上
ただし、１箇所あたりにつき

負担法

机上査定上限額：200万円未満
採択保留金額 ：１億円以上
ただし、１水道事業(箇所)あたりにつき

厚労省移 行 後 移 行 前

大規模災害時における公共土木施設災害復旧事業査定方針

制度：事前にルール化
１）机上査定上限額の引き上げ
２）採択保留金額の引き上げ
３）設計図書の簡素化
４）一箇所工事の取扱いの緩和
（統合と分割を認める）

負担法

制度：個別の災害ごとに通知

厚労省移 行 後 移 行 前
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協議設計（実施保留）

５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

10

協議設計・・・災害復旧事業とし
て採択するのに問題がなく、他の
事業との関わりや地形、地盤等の
状況から、取り分け検討を要する
場合に、工事の実施にあたり、十
分な調査をした上で復旧内容を確
定させるもの。
 調査、測量又は試験に要する

費用を測量及び試験費に計上
可

 全体実施計画協議をすると、
解除前であっても、測量及び
試験費、応急工事費の予算を
執行可

負担法

制度：なし
実績：Ｒ６能登半島地震

厚労省移 行 後 移 行 前
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１箇所工事の取扱い

５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

11

負担法

原則：水道事業ごと又は水道用水供給事業ごと

厚労省

移 行 後

移 行 前
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机上査定（リモート）

５．災害復旧事業の手続き・災害査定の負担軽減

12

負担法

制度：なし
実績：Ｒ６能登半島地震

厚労省

移 行 後

移 行 前

リモートによる机上査定 対面による机上査定 実地査定

被災状況調査

災害発生

机上査定

条件
実地査定か机上査定

の選択

実地査定

机上査定

机上査定の選択条件
 申請額が机上査定の限度額未満の場合
 やむを得ない理由により実地査定が困難である場合

＜机上査定の方式について＞
上記の条件を満たした上で、関係者の通信環境が整っており、

リモートによる机上査定が可能な場合に選択することができる。
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災害復旧事業の事務の流れ（一例）

６．主な変更点

13

国土交通省
水管理・国土保全局

防災課

財務省

地方支分局政令市

都道府県
土木主管部局

都道府県
水道行政担当部局

都道府県

水道事業者等 赤字・線は変更点

市町村

参考（メモ）
(市町村の災害復旧事業費)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第13条

(都道府県知事の事務)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条

 負担法第13条（施行令第12条）により、都道府県知事は市町村（指定市を除く）
への災害復旧事業の負担金の交付に関する事務（法定受託事務）を行うことに
なっています。

 国は要望に応じて、その事務を行うために必要な経費を施行令に定められた額以
内で「指導監督事務費交付金」として交付しています。

政令市
土木主管部局
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６．主な変更点

14

事前打合せ

１．事前打合せの対象箇所
地方公共団体が特に災害査定前

に打合せを行う必要があると認め
る箇所
２）査定前に緊急に施行する必要

のある箇所
２．事前打合せの目的
査定前に打合せを行い、査定の

迅速な処理及び査定において手戻
り等が生じないようにするために
行う。

負担法

特に規定なし

厚労省移 行 後 移 行 前
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国庫負担金の交付

６．主な変更点

15

 ３カ年度で負担金を交付
(再調査などの所定の手続きを経て、４カ年度以降も必要な予算を措置)

 その年に発生した災害(年災)ごとに一括交付
 交付額は箇所間で流用可
 事前の手続きなしで交付決定前の事業着手（施越）が可能
 営繕費、工事雑費及び事務費は負担金の対象外

85％ 14％ 1％

1年度目(当年災)交付
2年度目

(過年災)交付

3年度目
(過年災)
交付

事業進捗
(復旧進度)

年災全体の
国庫負担金

繰越 繰越

＜国庫負担金の交付のイメージ＞

＜箇所間流用のイメージ＞

（交付決定時） （実施時）
Ａ箇所
100

Ｂ箇所
200

Ａ箇所
90

Ｂ箇所
210

10流用
Ａ箇所：契約差金(10の減額)
Ｂ箇所：設計変更(10の増額)

※これまでの「上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交
付要綱」から補助金交付の手立てが大きく変わります。
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６．主な変更点

16

参考（災害復旧事業費の構成）

災害復旧事業費(国庫負担率決定時に使用)

査定決定額

国庫負担対象額

本工事費

附帯工事費

測量及び試験費

用地費及び補償費

船舶及び機械器具費

応急工事費

工事雑費
※ 直営施工(用地費及び補償費等)

に係る工事費×0.04

※ 請負施工に係る工事費×0.015

営繕費

事務費
※ 施行令第４条第３項に

基づき算定

設計単価及び歩掛

災害復旧事業の設計単価及び歩掛
については国土交通大臣に協議し、
その同意を得る

負担法

水道課等が毎年度指示する「主要
資材の単価及び職種別賃金日額並
びに工事標準歩掛り表」による

厚労省移 行 後 移 行 前
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査定の実施時期

６．主な変更点

17

 負担法の対象施設については、次の事柄を行うのに年間の災害復旧事業
費を早急にとりまとめることが必要
 負担法に基づく国庫負担率の算定
 激甚法に基づく激甚災害の指定・嵩上げ率の算定

 そのため、災害査定の実施時期は、原則被災後2ヶ月以内。
（遅くとも3ヶ月以内に実施できるように努められたい。）

※「災害復旧の迅速化・円滑化に向けた取り組みについて」
都道府県・指定都市 災害復旧主管課長あて（平成19年３月15日付防災課防災調整官事務連絡）

【負担法に基づく負担率算定の概要】

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）
（国庫負担率）

第４条 ～国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の１月１日から12月31までに発生した災害につき、第７
条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を左の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて
算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。～

 国庫負担率の算定には、対象施設の災害復旧事業費の総額が必要

 国庫負担率は、その年の１月１日から12月31日までに発生した災害分
の災害復旧事業費の総額を翌年の２月までにとりまとめ、３月に決定

（国庫負担率算定イメージ）
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